
　

バ
イ
デ
ン
政
権
は
、
３
月
11
日
に
成
立
し
た
ア
メ
リ
カ

救
済
プ
ラ
ン
法
に
続
き
、
３
月
31
日
に
は
財
政
規
模
２

兆
ド
ル
の
「
ア
メ
リ
カ
雇
用
計
画
」（A

m
erican Jobs 

Plan

）
を
発
表
し
ま
し
た
（1）

。
同
計
画
は
、
米
国
内
の
雇

用
拡
大
と
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
財
源
調

達
の
た
め
の
「
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ア
メ
リ
カ
税
制
計
画
」

（M
ade in A

m
erica Tax Plan

）
も
提
案
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
両
計
画
に
続
い
て
、
バ
イ
デ
ン
大

統
領
は
、
２
０
２
２
会
計
年
度
予
算
の
う
ち
裁
量
的
経
費

に
関
す
る
予
算
要
求
も
４
月
９
日
に
公
表
し
て
い
ま
す
（2）

。

今
回
の
連
載
で
は
、
こ
れ
ら
バ
イ
デ
ン
政
権
が
企
図
す
る

経
済
財
政
計
画
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

１
．
ア
メ
リ
カ
雇
用
計
画
の
概
要

　

ま
ず
、
バ
イ
デ
ン
政
権
が
発
表
し
た
「
ア
メ
リ
カ
雇

用
計
画
」
に
つ
い
て
、
主
な
内
容

を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
（
表

１
）。
同
計
画
は
、
第
１
に
、
大

規
模
な
物
的
投
資
（
公
的
固
定

資
本
形
成
）
を
柱
と
し
て
い
ま

す
。
表
１
の
う
ち
、
交
通
イ
ン
フ

ラ
の
整
備
（
高
速
道
路
・
橋
梁
・

港
湾
・
空
港
）、
生
活
イ
ン
フ
ラ

の
改
善
（
水
道
・
配
電
・
情
報
通

信
）、住
宅
・
各
種
施
設
の
整
備（
住

宅
・
商
業
建
築
・
学
校
・
連
邦
政

府
関
連
施
設
）
な
ど
が
該
当
し
ま

す
。
交
通
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
６
２

１
０
億
ド
ル
（
約
67
兆
円
）
を
筆

頭
に
、
10
兆
円
を
超
え
る
項
目
が

目
白
押
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。

バ
イ
デ
ン
政
権
の
経
済
財
政
計
画

　
　
―
ア
メ
リ
カ
雇
用
計
画
と
予
算
要
求京都橘

大
学
教
授　

髙
山  

一
夫

ア
メ
リ
カ
の
医
療
政
策
動
向 

⑾

連  載

表1　アメリカ雇用計画の概要

項目 投資額

1 高速道路の補修、橋梁の再築、港湾・
空港・輸送システムの機能向上

6210億ドル（交通インフラ整備）
500億ドル（強靭化）

2
清潔な飲料水の提供、配電網の更
新、高速のブロードバンドを全ての
米国民に

1110億ドル（飲料水）
1000億ドル（配電網）
1000億ドル（デジタル網）

3

200万戸超の住宅・商業建築物の建
設・保存・修復、学校と児童施設の
近代化、退役軍人省病院と連邦政府
建物の改築

2130億ドル（住宅等）
1000億ドル（公立学校の新設、うち直
接は500億ドル）
120億ドル（コミュニティ・カレッジ）
250億ドル（児童施設）
180億ドル（退役軍人省病院）
100億ドル（連邦政府建物）

4

雇用創出と賃金引き上げ、エッセン
シャル・ホーム・ワーカーへの報酬
による、米国の対人ケア経済基盤の
強化

4000億ドル（ケアギバー）

5
研究・開発投資、製造業の再生と中
小企業支援、未来の仕事に向けた米
国民の訓練

1750億ドル（各種の研究開発）
3000億ドル（製造業と中小企業）
1000億ドル（労働環境）

6

安全で健康的な労働環境で相応し
い賃金を支払う質の高い雇用を創
出し、労働者が自由かつ公正に団結
し、組合に加入し、雇用主と団体交
渉することを保障する

－

出所）注1の文献より作成。（投資額には重複が含まれる。）
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第
２
に
、
ア
メ
リ
カ
雇
用
計
画
は
、
雇
用
の
創
出
・
ケ

ア
ワ
ー
カ
ー
の
労
働
条
件
の
向
上
、
質
の
高
い
雇
用
の
創

出
と
労
使
関
係
の
重
視
な
ど
、
労
働
者
の
保
護
を
強
化

す
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
労
働
者
の
団
結
権
と
団
体

交
渉
の
保
証
な
ど
労
働
法
制
面
で
の
対
応
を
図
る
ほ
か
、

コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
居
宅
な
い
し
地
域
で
の
保
育
や
介
護

（Hom
e and com

m
unity based services

）
を

担
っ
た
「
ケ
ア
ギ
バ
ー
」（caregivers
（3）

）
の
労
働
条

件
を
改
善
す
る
た
め
に
、
４
０
０
０
億
ド
ル
（
約
44
兆

円
）を
充
て
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
、同
計
画
は
、

製
造
業
と
中
小
企
業
支
援
、
国
内
で
の
研
究
・
開
発
投

資
の
促
進
、
労
働
者
の
職
業
訓
練
の
重
視
な
ど
を
盛
り

込
ん
で
い
ま
す
。

　

医
療
分
野
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
雇
用
計
画
で
は

特
別
の
項
目
と
し
て
集
約
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
い

く
つ
か
注
目
さ
れ
る
内
容
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、

連
邦
政
府
機
関
の
一
つ
で
あ
る
退
役
軍
人
省
（U

.S. 
D

epartm
ent of V

eteran's A
ffairs

）
に
属
す

る
医
療
施
設
の
改
築
で
す
。
計
画
に
よ
れ
ば
、
民
間
病

院
の
築
年
数
が
中
央
値
で
11
年
ほ
ど
で
あ
る
の
に
対
し
、

退
役
軍
人
省
病
院
の
場
合
は
58
年
と
極
め
て
長
く
、
老

朽
化
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
１
８
０
億
ド
ル
を
同
省

の
病
院
お
よ
び
診
療
所
の
近
代
化
の
た
め
に
投
資
す
る

と
し
て
い
ま
す
。
い
ま
一
つ
は
、
ケ
ア
ギ
バ
ー
の
処
遇

改
善
で
す
。
ケ
ア
ギ
バ
ー
の
多
く
が
非
白
人
の
女
性
で

あ
り
、
か
つ
、
賃
金
が
平
均
し
て
時
給
12
ド
ル
と
ア
メ

リ
カ
国
内
で
最
も
低
い
水
準
に
あ
る
た
め
、
従
事
者
の

６
人
に
１
人
が
貧
困
状
態
で
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
ま
す
。
バ
イ
デ
ン
政
権
は
、
４
０
０
０
億
ド
ル
の

予
算
を
充
て
て
、
医
療
扶
助
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
制
度
に

お
け
る
在
宅
お
よ
び
地
域
で
の
保
育
や
介
護
へ
の
ア
ク

セ
ス
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
ケ
ア
ギ
バ
ー
の
賃
金
そ

の
他
の
労
働
条
件
の
改
善
と
労
働
組
合
へ
の
加
入
促
進

を
図
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

大
規
模
な
公
共
投
資
と
そ
れ
に
基
づ
く
雇
用
の
創

出
、
ま
た
ケ
ア
ギ
バ
ー
を
含
め
て
労
使
関
係
・
労
働
条

件
の
大
幅
な
改
善
を
企
図
し
た
点
で
、
バ
イ
デ
ン
政
権

が
掲
げ
る
ア
メ
リ
カ
雇
用
計
画
は
、
ま
さ
に
21
世
紀
の

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
ま
す
。

　

２
．
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ア
メ
リ
カ
税
制

　
　

計
画
に
よ
る
財
源
調
達

　

財
政
規
模
２
兆
ド
ル
以
上
の
ア
メ
リ
カ
雇
用
計
画
を

実
現
す
る
に
は
、
財
源
の
調
達
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
バ
イ
デ
ン
政
権
は
、
ア
メ
リ
カ
雇
用
計
画
と
一

体
的
に
「
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ア
メ
リ
カ
税
制
計
画
」
を

公
表
し
ま
し
た
。

　

メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ア
メ
リ
カ
税
制
計
画
は
、
１
９
８
０

年
代
以
降
の
法
人
減
税
や
近
年
の
国
際
的
な
課
税
逃
れ

を
改
め
る
こ
と
で
、
向
こ
う
15
年
間
で
２
兆
ド
ル
以
上

の
歳
入
を
確
保
し
、
ア
メ
リ
カ
雇
用
計
画
に
必
要
な
財

源
を
調
達
す
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
企
業

の
税
負
担
を
不
当
に
軽
減
し
た
と
し
て
、
と
く
に
ト
ラ

ン
プ
政
権
下
で
制
定
さ
れ
た
２
０
１
７
年
税
制
改
革
法

（Tax Cuts and Jobs A
ct of 2017, P. L. 115-

97

、
Ｔ
Ｃ
Ｊ
Ａ
）
を
廃
止
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

　

財
務
省
が
２
０
２
１
年
４
月
に
公
表
し
た
レ
ポ
ー
ト

お
よ
び
関
連
資
料
は
、
①
連
邦
税
収
に
占
め
る
法
人
税

の
割
合
は
１
９
５
０
年
の
26
・
５
％
か
ら
長
期
的
に
低

落
し
、
２
０
１
９
年
に
は
６
・
６
％
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、

ま
た
、
②
２
０
１
７
年
税
制
改
正
法
に
よ
っ
て
、
Ｇ
Ｄ

Ｐ
に
占
め
る
法
人
税
収
の
対
国
内
総
生
産
比
は
施
行
前

の
２
・
０
％
か
ら
施
行
後
は
１
・
０
％
へ
と
半
減
し
た

こ
と
（
同
じ
時
期
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
平
均
は
２
・
９
～

３
・
１
％
、
日
本
は
４
・
２
％
）、
③
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ

ブ
ン
（
租
税
回
避
地
な
い
し
低
課
税
地
域
）
を
活
用
し

た
課
税
逃
れ
が
２
０
０
０
年
代
以
降
に
急
増
し
て
お
り
、

Ｔ
Ｃ
Ｊ
Ａ
に
よ
る
後
押
し
も
あ
っ
て
、
２
０
１
９
年
に

は
バ
ミ
ュ
ー
ダ
を
は
じ
め
と
す
る
７
大
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ

ブ
ン
で
計
上
さ
れ
た
米
系
多
国
籍
企
業
の
利
益
が
外
国

で
の
利
益
の
61
％
、
米
国
の
国
内
総
生
産
対
比
で
１
・
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５
％
に
も
達
し
た
こ
と
等
を
、
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
（4）

。

バ
イ
デ
ン
政
権
は
、
こ
う
し
た
大
企
業
・
多
国
籍
企
業

を
優
遇
す
る
不
公
平
で
不
効
率
な
税
制
度
を
改
め
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ア
メ
リ
カ
税
制
計
画
の
概
要
を

見
て
み
ま
し
ょ
う
（
表
２
）。
税
制
計
画
で
は
、
第
１

に
、
法
人
税
率
を
現
行
の
21
％
か
ら
28
％
へ
と
引
き
上

げ
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
現
行
の
税
率
は
Ｔ
Ｃ
Ｊ
Ａ

が
定
め
て
い
ま
す
が
、
Ｔ
Ｃ
Ｊ
Ａ
施
行
以
前
は
、
ク
リ

ン
ト
ン
政
権
時
代
の
包
括
予
算
調
整
法
（O

m
nibus 

Budget Reconciliation A
ct of 1993, P.L. 

103-66

）
が
定
め
た
35
％
（
一
部
は
38
％
）
で
し
た
。

今
回
の
税
制
計
画
は
、
Ｔ
Ｃ
Ｊ
Ａ
に
よ
る
税
率
引
き
下

げ
を
見
直
す
と
は
い
え
、
引
き
上
げ
幅
と
し
て
は
や
や

穏
健
な
水
準
で
す
。
そ
の
た
め
、
今
回
の
税
制
計
画
に

よ
る
法
人
税
率
引
き
上
げ
後
も
、
ア
メ
リ
カ
の
法
人
税

の
対
国
内
総
生
産
比
は
、
他
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
よ
り
も

な
お
低
い
水
準
に
と
ど
ま
る
よ
う
で
す
。

　

メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ア
メ
リ
カ
税
制
計
画
の
第
２
の
柱

は
、
財
務
省
報
告
が
指
摘
し
た
多
国
籍
企
業
の
多
様
な

課
税
逃
れ
の
防
止
で
す
。
や
や
専
門
的
な
内
容
に
な
る

た
め
各
項
目
の
詳
細
な
説
明
は
省
き
ま
す
が
、
ア
メ
リ

カ
一
国
の
取
り
組
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
多

国
間
交
渉
を
通
じ
て
、
国
際
的
な
課
税
引
き
下
げ
競
争

の
阻
止
や
最
低
法
人
税
率
の
設
定
を
目
指
す
と
明
記
し

た
点
が
、
大
い
に
注
目
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
他
、
今
回
の
税
制
計
画
で
は
、
脱
炭
素
化
の
視

点
か
ら
石
油
産
業
に
対
す
る
優
遇
を
廃
止
し
、
ま
た
、

内
国
歳
入
庁
に
よ
る
法
人
企
業
監
査
を
強
化
す
る
こ
と

な
ど
も
盛
り
込
み
ま
し
た
。

　

法
人
税
率
の
引
き
上
げ
を
穏
当
に
す
る
こ
と
で
中

小
企
業
に
配
慮
し
つ
つ
、
多
国
籍
企
業
の
課
税
逃
れ

を
規
制
し
―
『
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
』
誌
の
グ
ロ
ー
バ
ル

企
業
ト
ッ
プ
５
０
０
社
の
う
ち
91
社
の
法
人
税
額
が
２

０
１
８
年
で
０
ド
ル
だ
っ
た
と
の
試
算
も
あ
り
ま
す
（5）

―
、
社
会
へ
の
応
分
の
負
担
を
も
と
め
る
点
で
、
メ
イ

ド
・
イ
ン
・
ア
メ
リ
カ
税
制
計
画
は
、
や
は
り
進
歩
的

（progressive

）
な
租
税
政
策
だ
と
い
え
ま
す
。

　

３
．
２
０
２
２
会
計
年
度
の
予
算
要
求

　

最
後
に
、
バ
イ
デ
ン
政
権
が
４
月
９
日
に
上
院
歳
出
委

員
会
（com

m
ittee on appropriations

）
に
提
出

し
た
、
２
０
２
２
会
計
年
度
の
裁
量
的
経
費
に
係
る
予
算

要
求
を
と
り
あ
げ
ま
す
（6）

。裁
量
的
経
費（discretionary 

spending

）
と
は
、
毎
年
の
議
決
が
必
要
な
予
算
項
目

で
あ
り
、国
防
費
と
非
国
防
費
（
教
育
、公
衆
衛
生
、住
宅
、

研
究
開
発
な
ど
）
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
今
回
の
予
算
要

求
で
、
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
、
非
国
防
費
と
し
て
７
６

９
０
億
ド
ル
（
対
前
年
度
比
16
％
増
）、
国
防
費
で
７
５

３
０
億
ド
ル
（
同
１
・
７
％
増
）
を
示
し
ま
し
た
。
国

防
費
は
ト
ラ
ン
プ
政
権
時
代
と
同
様
の
水
準
を
計
上
す

る
一
方
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
ア
メ
リ

カ
雇
用
計
画
を
念
頭
に
、
非
国
防
費
で
は
大
幅
に
予
算

額
を
引
き
上
げ
て
い
ま
す
。

　

じ
つ
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
例
年
１
月
か
ら
２
月
に

か
け
て
、
大
統
領
が
毎
年
の
予
算
教
書
（Budget 

表2　メイド・イン・アメリカ税制計画の概要
主な内容

1 法人税率を28％に引き上げる

2
多国籍企業に対する国際最低課税（global minimum tax）の強化
　・外国投資による利益の10％非課税措置の廃止
　・国ごとに21％の最低法人税率を適用して課税

3 多国間交渉を通じた国際的な課税引き下げ競争の阻止

4 タックスヘイブンを活用した課税逃れの阻止
　・企業間の吸収・合併による外国法人化に対する規制の厳格化

5 海外での雇用による費用控除の見直し

6 国外源泉無形資産所得（Foreign Derived Intangible Income）に係る
所得控除の廃止

7 大企業の帳簿利益（book income）に対する15％の最低税率の適用

8 石油産業に対する補助金や税制優遇の廃止

9 内国歳入庁の法人企業監査の強化
出所）表１に同じ。
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M
essage

）
を
公
表
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
議
会

が
予
算
編
成
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
今
回
（
２
０
２
１
年
４
月
末
時
点
）
は
、
予
算

教
書
を
作
成
す
る
行
政
管
理
予
算
局
（O

ffi
ce of 

M
anagem

ent and Budget

）
の
長
官
指
名
す
ら
共

和
党
の
反
対
で
ま
ま
な
ら
ず
、
社
会
保
障
な
ど
義
務
的

経
費
（m

andatory spending
）
や
連
邦
債
務
残
高

見
通
し
な
ど
を
含
め
た
予
算
の
全
体
を
示
す
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
、
異
例
の
事
態
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
バ
イ
デ
ン
政
権
は
、
教
育
、
医
学
研
究
、
市

民
の
権
利
向
上
、
ホ
ー
ム
レ
ス
や
移
民
、
先
住
民
等
に

対
す
る
支
援
の
拡
充
な
ど
、
政
権
の
方
針
を
示
し
、
か

つ
緊
急
性
が
高
い
と
い
う
意
味
で
、
裁
量
的
経
費
に
関

す
る
予
算
要
求
の
み
を
と
り
ま
と
め
、
先
に
公
表
し
た

わ
け
で
す
。

　

紙
面
の
関
係
で
医
療
に
関
連
し
た
項
目
だ
け
を
取

り
上
げ
る
と
、
①
国
立
衛
生
研
究
所
（Institute of 

H
ealth

）に
、新
た
に
高
等
研
究
計
画
局（advanced 

research projects agency for health, 
A

RPA
-H

）
を
創
設
（
65
億
ド
ル
）、
②
オ
ピ
オ
イ
ド

問
題
（7）

の
解
決
に
む
け
た
研
究
や
治
療
、
支
援
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
（
１
０
７
億
ド
ル
）、
③
疾
病
予
防
管
理
セ

ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｄ
Ｃ
）
に
対
す
る
予
算
の
増
額
（
87
億
ド

ル
）
な
ど
を
、
指
摘
で
き
ま
す
。

　

新
設
さ
れ
る
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
―
Ｈ
は
、
国
防
の
た
め
の
研

究
・
開
発
を
リ
ー
ド
す
る
国
防
高
等
研
究
計
画
局
（
Ｄ

Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
）
を
モ
デ
ル
に
し
た
組
織
で
あ
り
、
当
面
は
、

が
ん
、
糖
尿
病
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
な
ど
の
研
究
・
開

発
を
重
視
す
る
よ
う
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
先
を
見
通
し

た
、
公
的
な
医
学
研
究
開
発
投
資
と
い
え
ま
す
。
他
方
、

現
下
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
ま
た
今
後
の

新
興
・
再
興
感
染
症
に
対
処
す
べ
く
、
予
算
要
求
で
は
、

Ｃ
Ｄ
Ｃ
に
対
す
る
予
算
を
20
年
ぶ
り
に
引
き
上
げ
、
す

で
に
成
立
し
た
ア
メ
リ
カ
救
済
プ
ラ
ン
法
に
よ
る
投
資

計
画
と
併
せ
て
、
公
衆
衛
生
行
政
や
デ
ー
タ
収
集
の
改

善
、
設
備
の
近
代
化
、
人
材
養
成
な
ど
に
取
り
組
む
と

し
て
い
ま
す
（8）

。

　　

今
回
取
り
上
げ
た
ア
メ
リ
カ
雇
用
計
画
と
メ
イ
ド
・

イ
ン
・
ア
メ
リ
カ
税
制
計
画
に
対
し
て
は
、
共
和
党
側

の
抵
抗
は
必
至
で
あ
り
、
財
政
調
整
措
置
で
審
議
を
乗

り
切
る
こ
と
が
で
き
た
ア
メ
リ
カ
救
済
プ
ラ
ン
法
と
比

し
て
、
そ
の
成
立
に
は
大
き
な
困
難
が
伴
い
ま
す
。
同

様
に
、
予
算
要
求
に
つ
い
て
も
、
そ
も
そ
も
予
算
教
書

自
体
が
作
成
で
き
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
を
彷
彿
と
さ
せ
る
野
心
的
な
経
済
財
政
政
策

が
果
た
し
て
実
現
す
る
の
か
、
今
後
の
政
策
論
議
と
政

治
動
向
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

⑴https://w
w

w
.w

hitehouse.gov/briefing-room
/

statem
ents-releases/2021/03/31/fact-sheet-the-

am
erican-jobs-plan/

⑵https://w
w

w
.w

hitehouse.gov/w
p-content/

uploads/2021/04/F
Y

2022-D
iscretionary-

Request.pdf

⑶Caregiver

は
介
護
従
事
者
だ
け
で
な
く
保
育
士
な
ど
も
含

む
た
め
、
こ
こ
で
は
ケ
ア
ギ
バ
ー
と
記
載
し
ま
し
た
。
イ
ギ

リ
ス
で
は
ケ
ア
ラ
ー
（carer

）
と
よ
ば
れ
る
よ
う
で
す
。

⑷U
.S. D

epartm
ent of the T

reasury, The M
ade In 

A
m

erica Tax Plan, A
pril, 2021.　

な
お
、
米
国
の
連
邦

税
収
に
占
め
る
法
人
税
収
の
数
値
はOffi

ce of M
anagem

ent 
and Budget, H

istorical T
ables 

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（https://

w
w

w
.w

hitehouse.gov/om
b/historical-tables/

）、
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
に
お
け
る
法
人
税
収
の
対
国
内
総
生
産
比
に
つ
い

て
は O

ECD
 data, T

ax on corporate profits

の
ウ
ェ
ブ

　
サ
イ
ト
（https://data.oecd.org/tax/tax-on-corporate-

profits.htm

）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
の
こ
と
。

⑸
注
１
参
照
。

⑹
注
２
参
照
。

⑺
ア
メ
リ
カ
で
は
、
１
９
９
０
年
代
後
半
頃
よ
り
、
鎮
痛
剤
オ

ピ
オ
イ
ド
の
過
剰
処
方
に
よ
る
健
康
被
害
が
報
告
さ
れ
て
お

り
、
２
０
１
７
年
10
月
に
は
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
が
公
衆
衛

生
上
の
非
常
事
態
（public health em

ergency

）
を
宣

言
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

⑻
な
お
、
バ
イ
デ
ン
政
権
は
、
地
球
環
境
問
題
に
対
応
す
べ
く
、

Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
―
Ｃ
（A

RPA
-Clim

ate

）
も
創
設
す
る
と
し
て

い
ま
す
（https://w

w
w

.w
hitehouse.gov/briefing-

room
/statem

ents-releases/2021/02/11/biden-
harris-adm

inistration-launches-am
erican-

innovation-effort-to-create-jobs-and-tackle-the-
clim

ate-crisis/

）。
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